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日
本
高
血
圧
学

会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン「
高
血
圧
管
理
・

治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
２
０
２
５
」
が

刊
行
さ
れ
た
。
前

回
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
比
べ
、
一
番
の
改
訂
ポ
イ

ン
ト
と
な
っ
た
の
は
降
圧
目
標

値
で
あ
り
、
原
則
、
年
齢
に
関

係
な
く
診
察
室
血
圧
で
１
３
０

／
８０
㎜
Ｈ
ｇ
未
満
と
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
高
齢
者
は
不
均
一

な
集
団
で
あ
り
、
一
見
健
康
そ

う
に
見
え
て
も
若
年
者
と
比

べ
、
動
脈
硬
化
の
進
展
や
自
律

神
経
障
害
が
マ
ス
ク
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
降
圧
に

関
し
て
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
▼

以
前
の
私
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に

こ
だ
わ
る
余
り
、
患
者
さ
ん
に

対
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
通
り
の
厳

格
な
降
圧
を
求
め
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
友
人
で
あ
る
某
ド
ク

タ
ー
に
は
「
そ
ん
な
に
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る

と
、
患
者
さ
ん
は
逃
げ
て
い
っ

て
し
ま
う
よ
」
と
忠
告
を
受
け

た
も
の
だ
。
友
人
の
忠
告
が
効

い
た
の
か
、
今
の
私
は
エ
ビ
デ

ン
ス
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、

個
々
の
患
者
さ
ん
の
背
景
、
意

向
や
自
分
の
経
験
に
基
づ
い

て
、
患
者
さ
ん
本
位
で
日
常
診

療
に
あ
た
っ
て
い
る
（
つ
も
り

だ
）
▼
先
日
と
あ
る
認
知
症
の

講
演
会
で
、
講
師
の
先
生
が「
認

知
症
は
治
せ
る
疾
患
で
は
な
い

け
れ
ど
、
最
後
ま
で
患
者
さ
ん

の
味
方
で
い
る
こ
と
は
で
き
る

し
、寄
り
添
う
こ
と
も
で
き
る
」

と
発
言
さ
れ
て
い
た
。
私
の
診

察
室
も
、
高
齢
の
患
者
さ
ん
で

あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
の
医
師
人
生
を
ど
の
よ
う

な
気
持
ち
で
送
っ
て
い
く
の

か
、
前
述
の
講
師
の
言
葉
が
大

き
な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
気
が
す

る
。

（
Ｓ
Ｙ
）

田中麻衣子

個
人
年
金
取
り
崩
し
で
し
の
ぐ

個
人
年
金
取
り
崩
し
で
し
の
ぐ

金
属
代
・
人
件
費
・
オ
ン
資
導
入  

途
方
に
暮
れ
る
経
費
増

「保険証が使えなくなる」
との周知を装った

怪しい自動音声電話にご注意ください

今号は、保険医新聞

創刊2300号です

2面に挨拶、祝辞を掲載しています

　

田
辺
理
事
長
は
開
会
の
挨
拶

で
、
ま
ず
は
前
回
の
評
議
員
会

に
て
「
『
財
務
法
第
４
条
』
は

大
蔵
省
か
ら
財
務
省
に
移
行
し

た
際
（
平
成
１３
年
）
に
追
加
さ
れ

た
」
と
い
う
旨
の
発
言
が
あ
っ

た
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
昭

和
２２
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で

　

歯
科
医
院
を
開
業
し
て
２６
年

経
っ
た
。
最
初
の
２
～
３
年
は

患
者
数
が
少
な
く
経
営
が
大
変

だ
っ
た
が
、
経
費
を
抑
え
て
収

入
を
上
げ
る
努
力
を
し
て
経
営

を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
。
暫
く
は
経
営
に
特
別
な
困

難
は
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
私

も
高
齢
に
な
り
、
医
院
も
老
朽

化
し
、
新
し
い
歯
科
医
院
が
周

り
に
乱
立
し
、
患
者
数
は
少
し

ず
つ
減
り
、収
入
も
減
っ
た
が
、

何
と
か
対
応
し
て
き
た
。
し
か

し
、
昨
今
の
歯
科
材
料
費
、
光

熱
費
、
家
賃
、
人
件
費
等
の
高

騰
で
、
節
約
し
て
も
経
費
は
ど

ん
ど
ん
か
か
る
よ
う
に
な
り
、

危
機
感
を
覚
え
て
い
る
。
最
近

は
個
人
年
金
を
取
り
崩
し
た
り

し
て
し
の
ぐ
有
り
様
だ
。
私
が

若
け
れ
ば
最
新
治
療
を
ど
ん
ど

ん
取
り
入
れ
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
最
新

設
備
を
揃
え
る
貯
蓄
も
な
い
。

そ
ろ
そ
ろ
潮
時
か
も
と
考
え
る

こ
と
も
あ
る
。

　

経
費
増
大
の
顕
著
な
事
例
を

い
く
つ
か
挙
げ
た
い
。
歯
科
で

使
う
金
属
代
が
極
端
に
上
が

り
、原
価
割
れ
が
生
じ
て
い
る
。

歯
科
金
属
を
買
う
と
、
経
費
の

あ
る
と
訂
正
し
た
。
ま
た
、
物

価
高
騰
に
よ
る
実
質
賃
金
が
４１

カ
月
連
続
で
前
年
同
月
比
割
れ

と
い
う
国
民
生
活
の
厳
し
さ
を

よ
そ
に
、
政
治
空
白
が
作
ら
れ

た
こ
と
を
批
判
。
加
え
て
、
税

収
は
過
去
最
高
額
と
な
り
、
そ

の
中
で
も
消
費
税
は
所
得
税
や

法
人
税
を
上
回
っ
て
い
る
と
し

た
。
そ
し
て
、
消
費
税
の
社
会

保
障
財
源
論
等
に
関
す
る
疑
念

や
私
見
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

忌
憚
の
な
い
議
論
を
求
め
た
。

　

今
年
度
最
初
の
評
議
員
会
開

催
に
あ
た
っ
て
、「
第
３２
期
評

議
員
会
正
副
議
長
選
出
の
件
」

を
原
副
理
事
長
が
提
案
。
仮
議

長
に
は
小
泉
聡
評
議
員
（
横
浜

市
鶴
見
区
・
医
科
）を
選
出
し
、

議
長
に
は
伴
孝
評
議
員
（
横
浜

市
磯
子
区
・
医
科
）、副
議
長
に

は
入
澤
彰
仁
評
議
員
（
座
間
市
・

医
科
）、
新
た
に
洞
澤
繁
（
横

浜
市
南
区
・
歯
科
）、上
田
由
利

子
（
茅
ヶ
崎
市
・
歯
科
）
両
評

議
員
を
選
出
し
た
。

　

「
２４
年
度
決
算
」
は
竹
下
副

理
事
長
が
全
体
収
支
を
マ
イ
ナ

ス
で
提
案
。
会
計
監
査
報
告
は

鵜
養
監
事
が
行
い
、
適
正
で
あ

る
と
報
告
し
た
。
経
理
委
員
に

は
前
年
度
に
続
き
若
栗
直
子

（
横
浜
市
金
沢
区
・
医
科
）、
川

久
保
格
（
横
浜
市
神
奈
川
区
・

医
科
）、
長
谷
川
洋
（
川
崎
市

中
原
区
・
医
科
）、
若
生
美
智

代
（
相
模
原
市
南
区
・
歯
科
）

各
評
議
員
、
新
た
に
鶴
岡
明
評

議
員
（
鎌
倉
市
・
歯
科
）
を
選

出
し
た
。

協
会
の
根
本
要
求
で
あ
る
診
療

報
酬
引
き
上
げ
を
要
求
す
る
と

患
者
負
担
の
引
き
上
げ
に
つ
な

が
る
と
い
う
二
律
背
反
を
解
消

す
る
に
は
、
医
療
費
の
窓
口
負

担
「
ゼ
ロ
の
会
」
の
活
動
は
必

要
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
も
協

会
活
動
の
柱
に
据
え
て
い
き
た

「
ゼ
ロ
の
会
」
の

意
義
を
再
確
認

　

「
秋
か
ら
の
医
療
運
動
」
は

テ
ー
マ
を「
地
域
医
療
『
崩
壊
』

を
食
い
止
め
る
！
診
療
報
酬
の

〝
大
幅
〟
引
き
上
げ
を

!!
」
と

関
係
で
他
の
材
料
を
買
え
な
く

な
り
、
治
療
内
容
に
も
影
響
し

て
い
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導

入
も
堪
え
た
。
導
入
の
補
助
金

は
あ
っ
た
が
、
ネ
ッ
ト
環
境
を

整
え
る
等
の
事
前
準
備
に
か
な

り
の
額
が
か
か
り
、
結
局
数
十

万
の
自
己
投
資
が
必
要
だ
っ

た
。
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
も
毎

月
１
万
数
千
円
か
か
る
。
そ
し

て
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務

化
。こ
れ
も
お
金
が
か
か
っ
た
。

今
度
は
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
１０
の

サ
ポ
ー
ト
終
了
に
伴
い
、
レ
セ

コ
ン
自
体
を
交
換
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
、
ベ
ン
ダ
ー
か
ら

告
知
さ
れ
た
。
約
２
０
０
万
円

か
か
る
と
言
わ
れ
、
途
方
に
暮

れ
て
い
る
。

　

人
件
費
増
大
も
大
き
な
痛
手

だ
。
社
会
と
し
て
は
良
い
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
６３
円

と
い
う
神
奈
川
の
最
低
賃
金
の

上
げ
幅
は
当
院
で
は
安
く
見
積

も
っ
て
も
年
間
２５
万
円
の
増
加

に
な
る
。
公
定
価
格
の
診
療
報

酬
は
勝
手
に
値
上
げ
で
き
な

い
。
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
は

い
と
答
弁
し
た
。

　

特
別
報
告
の
「
秋
の
会
員
増

加
推
進
月
間
に
つ
い
て
（
１０
・

１１
月
）」は
田
所
理
事
が
報
告
。

目
標
入
会
者
数
は
医
科
・
歯
科

各
１５
名
と
し
た
。
昨
年
度
は
医

科
会
員
数
は
増
加
し
た
も
の

の
、
目
標
の
新
規
入
会
数
に
達

し
な
か
っ
た
こ
と
、
退
会
者
が

多
く
、
前
年
度
割
れ
と
い
う
結

果
だ
っ
た
と
報
告
し
た
。
新
規

入
会
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で

な
く
、
継
承
者
が
い
る
閉
院
退

会
者
に
は
名
義
変
更
を
促
す

等
、
会
員
数
を
減
ら
さ
な
い
活

動
に
力
を
入
れ
た
い
と
し
た
。

し
、
医
療
運
動
部
会
長
の

二
村
副
理
事
長
が
提
案
。

マ
イ
ナ
ス
改
定
と
物
価
高

騰
に
よ
り
医
院
経
営
は
窮

状
に
陥
っ
て
い
る
と
し
、

「
期
中
改
定
の
実
施
」、「
少

な
く
と
も
１０
％
以
上
の
大

幅
な
プ
ラ
ス
改
定
」
の
実

現
へ
向
け
て
、
院
長
署
名

等
に
力
を
注
ぐ
と
し
た
。

そ
の
他
▽
保
険
証
を
残
す

請
願
署
名
、
▽
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類

似
薬
の
保
険
外
し
に
関
す

る
患
者
へ
の
周
知
、
▽
医

療
・
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
の
実
施
―
等
に
取
り
組

む
と
し
た
。

　

質
疑
で
は
川
久
保
評
議

員
が
窓
口
負
担
ゼ
ロ
の
実

現
性
や
、
他
の
課
題
と
の

優
先
順
位
等
に
つ
い
て
質

問
。
二
村
副
理
事
長
は
、

縛
り
が
多
く
、
定
期
報
告
等
の

手
続
き
が
煩
雑
。
私
の
能
力
で

は
や
り
き
れ
ず
、算
定
は
諦
め

た
。な
ぜ
基
本
診
療
料
に
加
算

し
な
い
の
か
理
解
に
苦
し
む
。

　

当
院
は
最
新
設
備
、
最
新
治

療
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
「
当
院
以
外
の
歯

科
医
院
に
は
行
け
な
い
」
と
仰

る
患
者
さ
ん
も
そ
れ
な
り
に
い

る
。
有
難
い
こ
と
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
地
域
の
医
院
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
健
康
管
理
を
預
け
る
患

者
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
昨
今
の
物
価
高

騰
や
人
件
費
増
加
等
の
波
に
も

ま
れ
、
閉
院
せ
ざ
る
を
得
な
い

医
院
は
既
に
増
え
て
い
る
。
そ

の
医
院
を
頼
り
に
し
て
い
る
患

者
さ
ん
が
一
番
困
る
の
で
は
な

い
か
。

　

国
は
何
を
守
る
べ
き
か
。
医

療
、
介
護
、
福
祉
、
こ
れ
ら
を

し
っ
か
り
守
る
こ
と
が
、
国
と

し
て
の
基
盤
を
強
固
に
す
る
の

で
は
な
い
か
。

　

保
険
医
協
会
は
、
こ
れ
ら
を

ぶ
れ
ず
に
主
張
し
て
い
く
べ
き

だ
と
考
え
る
。

藤
沢
市

竹
下　

義
仁

　10月1日以降、会員から「保険証使用不可の周知を装った自
動音声電話がかかってくる」との情報提供があった。内容は「本
日お客様のお使いの健康保険証が使えなくなります。オペレー

ターとお話しされたい方は9番を押してください」というもの。
　健康保険証の有効期限が9月30日で切れる神奈川県医師国民
健康保険組合などに問い合わせたところ、「（電話連絡するよう
な）対応はしていない」とのこと。さらに国保組合に入った情
報によると、実際に9番を押すと警察を名乗る人物につながり、
「向精神薬の大量処方が疑われる」として「保険証が使えなく
なる」と説明されたケースがあったようだ。
　その後の詳細は不明だが、もしかすると「保険証を使えるよ
うにするには手数料が必要」などと要求される可能性もある。
なお、厚生局からも注意喚起のポスターが出されている（下記
QRコード）。
　健康保険証は、2024年12月2日以降新規発行されておらず、
経過措置として即発行の保険証は有効期限まで使用できる運用
が取られている。保険証の有効期限を迎えるまでには、マイナ
保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」
が、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確
認書」が、各保険者から申請によらずとも全員に
送られることになっている。今年12月にはこの怪
しい電話が増える可能性があるため、ぜひともご
注意いただきたい。

ポスターは
こちらから

注意喚起

１０
％
以
上
の
プ
ラ
ス
改
定
を

地
域
医
療
「
崩
壊
」
阻
止
へ

　

協
会
は
９
月
１３
日
、
協
会
会
議
室
と

Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
に
て
第
３２
期
第
１
回
臨
時

評
議
員
会
を
開
催
し
た
。
評
議
員
１
０

７
名
の
う
ち
４８
名
（
委
任
状
４８
名
）
で

採
決
し
、
全
４
議
案
を
賛
成
多
数
で
承

認
し
た
。
医
院
経
営
の
窮
状
脱
却
へ
「
期

中
改
定
の
実
施
」、「
少
な
く
と
も
１０
％
以

上
の
大
幅
な
プ
ラ
ス
改
定
」
の
実
現
へ
向

け
て
、院
長
署
名
等
に
力
を
注
ぐ
と
し
た
。

評議員会・全議案承認

物価 物価 と

地
域

高騰

医療
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こ
こ
数
年
来
の
物
価
高
・

原
材
料
費
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価

格
高
騰
に
よ
る
影
響
は
甚
大

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
価
高

騰
は
低
所
得
者
や
高
齢
者
だ

け
で
な
く
一
般
市
民
の
生
活

を
圧
迫
し
続
け
て
お
り
、
生

活
が
困
窮
す
る
世
帯
は
増
え

続
け
て
い
る
。

　

医
療
分
野
に
お
い
て
も
例

外
で
は
な
い
。
物
価
高
騰
は

も
ち
ろ
ん
、
慢
性
的
に
続
く

診
療
報
酬
マ
イ
ナ
ス
改
定
に

よ
っ
て
、
医
療
機
関
経
営
は

危
機
的
状
況
だ
。
そ
も
そ
も

保
険
医
療
機
関
は
診
療
報
酬

制
度
と
い
う
枠
の
中
で
運
営

す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

診
療
報
酬
改
定
は
２
年
に
１

回
で
あ
る
た
め
急
激
な
物
価

高
騰
に
対
応
で
き
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

状
況
を
背
景
に
医
療
提
供
体

制
維
持
の
難
し
さ
、
人
材
不

足
、
人
件
費
の
高
騰
、
患
者

の
受
診
控
え
傾
向
が
の
し
か

か
っ
て
い
る
。
特
に
歯
科
に

お
い
て
は
、
個
人
開
業
等
の

経
営
の
厳
し
さ
、
保
険
診
療

中
心
で
の
収
益
が
厳
し
い
こ

と
に
よ
り
、
自
由
診
療
へ
依

存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

追
い
込
ま
れ
て
い
る
点
も
看

過
で
き
な
い
。

　

こ
の
間
、
新
規
開
業
数
減

少
等
の
要
因
か
ら
協
会
会
員

数
の
増
加
率
は
鈍
化
傾
向
と

な
っ
て
い
る
。
医
科
会
員
に

お
い
て
は
高
齢
化
や
閉
院
な

ど
や
む
を
得
な
い
理
由
で
の

退
会
、
歯
科
会
員
で
は
収
益

不
足
、
人
件
費
・
治
療
材
料

費
の
高
騰
な
ど
を
理
由
に
経

営
が
行
き
詰
ま
り
、
閉
院
に

追
い
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も
出

て
き
て
い
る
。

　

協
会
は
未
入
会
の
医
師
、

歯
科
医
師
の
方
々
に
さ
ら
な

る
協
会
の
魅
力
を
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、
電
話
相
談
等

の
保
険
診
療
請
求
サ
ポ
ー

ト
、
診
療
報
酬
改
定
内
容
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
オ

リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
の
無
料

配
布
、
新
規
個
別
指
導
を
無

事
に
終
え
る
た
め
の
新
規
指

定
医
講
習
会
、
新
規
指
導
前

の
模
擬
面
談
、
歯
科
に
お
け

る
施
設
基
準
研
修
（
初
診
料

注
１
、
口
腔
管
理
体
制
強
化

加
算
、
歯
科
外
来
診
療
医
療

安
全
対
策
加
算
、
歯
科
外
来

診
療
感
染
対
策
加
算
な
ど
）

に
対
応
し
た
研
究
会
の
定
期

開
催
―
な
ど
幅
広
く
医
院
経

営
等
に
資
す
る
事
業
を
行
っ

て
い
る
こ
と
を
改
め
て
紹
介

し
た
い
。

　

健
康
で
安
心
し
て
生
活
す

る
こ
と
は
憲
法
に
よ
っ
て
す

べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
て
い

る
。
生
活
費
の
高
騰
等
に
よ

り
、
医
療
・
介
護
な
ど
本
来

守
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
犠
牲

に
な
ど
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。
我
々
保
険
医
協
会
は
、

患
者
の
健
康
を
守
る
保
険

医
・
保
険
医
療
機
関
の
円
滑

な
経
営
を
損
な
わ
な
い
た
め

に
全
力
で
対
応
し
て
い
く
所

存
で
あ
る
。
ま
だ
入
会
さ
れ

て
い
な
い
先
生
に
こ
れ
ら
保

険
医
協
会
の
魅
力
を
お
知
ら

せ
い
た
だ
き
た
い
。

会
員
の
生
活
を
守
る
取
り
組
み
が

国
民
医
療
を
守
る

歯
科
臨
床
研
究
会

歯
科
医
院
に
お
け
る

画
像
診
断
と
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク

⑥
術
後
性
上
顎
嚢
胞
、
⑦
美
容

整
形
材
料
の
事
例
を
紹
介
い
た

し
ま
し
た
。
７
）
被
ば
く
量
と

最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
で
は
、
「
微

量
の
放
射
線
被
ば
く
は
健
康
に

有
益
で
あ
る
」
と
す
る
放
射
線

ホ
ル
ミ
シ
ス
に
関
し
て
の
研
究

分
野
が
あ
る
こ
と
、
日
本
の
医

療
被
ば
く
は
他
国
と
比
較
す
る

と
ず
ば
抜
け
て
多
い
た
め
、
法

改
正
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
講
演
が
、
先
生
方
の
日
常

臨
床
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て

れ
ば
幸
い
で
す
。

＊
協
会

Ｈホ
ー
ム
ペ
ー
ジＰ

で
動
画
配
信
中

講師の泉氏

に
み
え
る
。
⑤
パ
ノ
ラ
マ
像
は

ボ
ケ
た
り
、
実
物
と
倍
率
が
異

な
る
の
で
、
距
離
測
定
は
不
正

確
で
あ
る
。
⑥
歯
科
用
Ｃ
Ｂ
Ｃ

Ｔ
で
の
距
離
計
測
で
は
断
面
画

像
に
よ
り
測
定
値
が
大
き
く
異

な
る
こ
と
、
画
像
ソ
フ
ト
に
よ

っ
て
は
３
次
元
の
距
離
測
定
が

で
き
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
い

た
し
ま
し
た
。
６
）
日
常
臨
床

で
遭
遇
す
る
異
常
像
に
つ
い
て

は
、
①
扁
桃
結
石
、
②
骨
硬
化

症
（
内
骨
症
）
、
③
骨
隆
起
（
外

骨
症
）
、
④
上
顎
洞
の
粘
液
貯

留
嚢
胞
、
⑤
切
歯
管
の
拡
大
、

Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
の
読
影
の
ポ
イ
ン

ト
、
６
）
日
常
臨
床
で
遭
遇
す

る
異
常
像
の
解
釈
、
７
）
被
ば

く
量
と
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
の
７

項
目
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

１
）
か
ら
４
）
の
項
目
に
関

し
て
は
、
教
科
書
レ
ベ
ル
の
内

容
を
、
資
料
を
用
い
て
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
５
）

読
影
の
ポ
イ
ン
ト
に
関
し
て

は
、
①
多
く
の
疾
患
名
を
覚
え

る
必
要
は
な
く
、
分
か
ら
な
い

異
常
像
を
検
出
し
た
際
に
は
専

門
医
や
大
学
に
紹
介
す
る
。
②

異
常
像
（
透
過
像
）
の
辺
縁
が

　
歯
科
研
究
部
は
９
月
４
日
、

歯
科
臨
床
研
究
会
「
歯
科
医
院

に
お
け
る
画
像
診
断
と
最
近
の

ト
ピ
ッ
ク
」
を
協
会
会
議
室
と

Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
で
開
催
。
講
師
は

神
奈
川
歯
科
大
学
歯
学
部

画

像
診
断
学
分
野

診
療
科
教
授
・

泉
雅
浩
氏
が
務
め
、
１
６
４
名

が
参
加
し
た
。
事
後
抄
録
を
掲

載
す
る
。

　

近
年
、
多
く
の
歯
科
医
院
に

お
い
て
パ
ノ
ラ
マ
と
歯
科
用
Ｃ

Ｂ
Ｃ
Ｔ
は
、
画
像
診
断
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
存
在
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
本
講
演
で
は
昨

年
末
の
講
演
同
様
、
１
）
パ
ノ

ラ
マ
撮
影
法
の
概
要
、
２
）
パ

ノ
ラ
マ
の
画
像
解
剖
、
３
）
歯

科
用
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
の
概
要
、
４
）

歯
科
用
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
の
画
像
解

剖
、
５
）
パ
ノ
ラ
マ
と
歯
科
用

平
滑
な
場
合
は
嚢
胞
や
良
性
腫

瘍
の
可
能
性
が
高
く
、
辺
縁
が

不
整
な
場
合
は
悪
性
や
炎
症
を

疑
う
。
③
齲
蝕
や
辺
縁
性
歯
周

炎
の
診
断
は
口
内
法
の
方
が
優

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
④
歯

科
用
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
の
金
属
ア
ー
チ

フ
ァ
ク
ト
は
齲
蝕
や
骨
吸
収
像

事後抄録

保
険
医
新
聞
創
刊
２
３
０
０
号
に
寄
せ
て

保
険
医
新
聞
創
刊
２
３
０
０
号
に
寄
せ
て

保
険
医
新
聞
２
３
０
０
号
に
際
し
て

保
険
医
新
聞
２
３
０
０
号
に
際
し
て

神奈川県保険医協会 理事長神奈川県保険医協会 理事長

田辺　由紀夫田辺　由紀夫

　

保
険
医
新
聞
が
２
３
０
０
号
を
迎

え
た
。
月
に
３
回
、
定
期
的
に
新
聞

を
発
行
す
る
た
め
の
作
業
は
決
し
て

楽
な
も
の
で
は
な
い
。
時
の
流
れ
と

と
も
に
人
は
入
れ
替
わ
っ
て
は
い
る

が
、
そ
の
作
業
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

部
員
の
先
生
方
、
担
当
事
務
局
の
皆

さ
ん
に
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
。

　

大
手
メ
デ
ィ
ア
で
も
デ
ジ
タ
ル
化

の
流
れ
で
紙
媒
体
は
苦
戦
し
て
い

る
。
確
か
に
速
報
性
や
検
索
性
な
ど

で
は
デ
ジ
タ
ル
に
敵
わ
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
新
聞
の
よ
う
に

定
期
的
に
送
ら
れ
て
く
る
メ
デ
ィ
ア

で
は
、
自
分
の
興
味
の
範
囲
を
超
え

た
記
事
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
点

で
紙
媒
体
も
捨
て
が
た
い
。
協
会
の

様
々
な
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
に
も
、
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
の
が
こ
の
新
聞
で
あ
る
。

　

診
療
報
酬
を
は
じ
め
と
し
て
医
療

を
取
り
巻
く
状
況
が
複
雑
化
し
て
い

る
。
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
伝
え
き
れ

な
い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

今
後
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
や
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
と
の
連
携
な
ど
も
模
索
し
つ

つ
、
会
員
の
皆
様
に
正
確
な
情
報
を

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
の
努
力

を
期
待
す
る
。

月
３
回
、
紙
媒
体
の
新
聞
を
届
け
る

月
３
回
、
紙
媒
体
の
新
聞
を
届
け
る

　

先
達
か
ら
受
け
継
い
だ
神
奈
川
県

保
険
医
新
聞
が
２
３
０
０
号
を
迎
え

る
。
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
全
国
世
論

調
査
で
は
、
年
代
別
紙
媒
体
新
聞
購

読
率
は
６０
代
以
上
は
５
～
６
割
以
上

と
高
く
、
５０
代
は
３
～
４
割
、
４０
代

は
２
～
３
割
、
３０
代
は
１
～
２
割
、

２０
代
以
下
で
は
１
割
未
満
と
非
常
に

低
く
、
情
報
源
が
ネ
ッ
ト
中
心
で
紙

新
聞
の
無
習
慣
が
背
景
と
の
こ
と
。

郵
送
費
を
含
む
イ
ン
フ
レ
は
発
行
継

続
の
暗
雲
で
あ
る
。

神奈川県保険医協会 新聞部長神奈川県保険医協会 新聞部長

藤田　倫成藤田　倫成
　

一
部
に
全
電
子
化
と
の
声
も
聞
こ

え
る
が
、
月
３
回
以
上
の
第
三
種
郵

便
物
と
し
て
承
認
さ
れ
た
定
期
刊
行

物
は
選
挙
期
間
中
で
も
選
挙
に
関
す

る
報
道
・
評
論
を
掲
載
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
で

同
じ
意
見
や
価
値
観
を
持
つ
人
々
の

間
で
情
報
が
反
響
し
、
異
な
る
意
見

が
排
除
さ
れ
る
空
間
と
な
る
「
エ
コ

ー
チ
ェ
ン
バ
ー
」
や
、
Ａ
Ｉ
や
検
索

エ
ン
ジ
ン
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
過
去
の

履
歴
・
傾
向
・
興
味
関
心
に
基
づ
い

て「
好
む
情
報
」ば
か
り
を
表
示
し
、

他
の
視
点
や
多
様
な
情
報
に
触
れ
に

く
く
な
る
「
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
」

の
状
態
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
当

面
は
紙
媒
体
の
継
続
を
模
索
し
た
い
。

祝
辞
祝
辞

全国保険医団体連合会 新聞部長全国保険医団体連合会 新聞部長

杉山　正隆杉山　正隆

　

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
の
皆
さ

ま
、
神
奈
川
県
保
険
医
新
聞
の
創
刊

２
３
０
０
号
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
貴
協
会
は
１
９
６
３
年

に
創
立
さ
れ
、
今
や
県
内
の
医
師
・

歯
科
医
師
６
千
５
０
０
人
余
を
有
す

る
大
き
な
組
織
へ
と
飛
躍
し
ま
し

た
。

　

こ
の
間
、
医
療
を
取
り
巻
く
情
勢

は
さ
ら
に
悪
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
困

難
が
あ
り
ま
し
た
が
、
協
会
は
多
種

多
彩
な
企
画
を
交
え
、
医
療
改
善
運

動
を
邁
進
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

　

保
険
医
新
聞
は
協
会
活
動
の
「
柱
」

で
あ
り
、
会
員
の
先
生
方
の
み
な
ら

ず
、
県
内
選
出
の
国
会
議
員
は
じ
め
、

多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
大
き
な
影
響

を
与
え
て
き
ま
し
た
。

　

私
は
１
９
９
０
年
か
ら
の
５
年
ほ

ど
、
毎
日
新
聞
の
県
政
、
横
浜
、
小

田
原
市
政
等
の
担
当
キ
ャ
ッ
プ
と
し

て
執
筆
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
医
新
聞
は
誰
も
が
安
心
し
て

医
療
に
か
か
れ
る
よ
う
ペ
ン
の
力
で

尽
力
し
て
来
ら
れ
、
メ
デ
ィ
ア
の
人

間
に
と
っ
て
も
医
療
を
知
る
た
め
の

大
切
な
「
ツ
ー
ル
」
と
し
て
重
宝
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
版
を
重
ね
、
全
国
の

保
険
医
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
な
お

い
っ
そ
う
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心

よ
り
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

第
３２
期
第
５
回
理
事
会
　
９
月
１１
日
（
木
）

〈
役
員
２９
名
、出
席
２３
名
（
う
ち
Ｗ
Ｅ
Ｂ
７
名
）〉

　

昨
今
の
物
価
高
騰
で
経
営

が
悪
化
し
て
い
る
医
療
機
関

の
う
ち
、
病
院
に
対
し
て
神

奈
川
県
が
緊
急
支
援
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
が
、
十
分
な

額
に
は
至
ら
ず
、
プ
ラ
ス
改

【
議
長
報
告
】

　

今
回
の
情
勢
討
論
の
ポ
イ

ン
ト
は
次
期
診
療
報
酬
改

定
、
高
額
療
養
費
制
度
、
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
給
付
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。

定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
「
高
額
療
養
費

制
度
の
上
限
見
直
し
」
や
、

「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
給

付
外
し
」
な
ど
、
患
者
負
担

増
を
求
め
る
政
策
が
増
え
る

一
方
で
、
財
源
の
手
当
も
明

ら
か
に
せ
ず
、
消
費
税
や
社

会
保
険
料
を
減
ら
す
こ
と
を

要
求
す
る
政
党
が
増
加
し
て

い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
、

医
療
政
策
研
究
室
よ
り
「
病

人
に
自
腹
を
切
ら
せ
る
の

か
、
み
ん
な
で
ワ
リ
カ
ン
を

す
る
の
か
」
と
極
め
て
的
を

得
た
提
起
が
さ
れ
、
あ
ら
た

め
て
「
窓
口
負
担
ゼ
ロ
」
の

意
義
を
再
確
認
し
た
。

　

ま
た
令
和
７
年
度
の
厚
労

白
書
の
冒
頭
に
、
若
年
者
に

向
け
た
社
会
保
障
に
つ
い
て

の
記
載
が
あ
り
、
是
非
目
を

通
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
紹

介
が
あ
っ
た
。

（
議
長
・
鈴
木
○医
）

保険医新聞保険医新聞
ホームページからホームページから
読めます読めます

　過去の保険医新聞を協
会ホームページでもご覧い
ただけます。最新号は会
員の先生のお手元に届く
頃にアップロード予定です。
お問合せは新聞部（℡
045-313-2111）まで。

※ ログインの際は、会員に公開
しているユーザー名、パスワー
ドの入力が必要となります
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「給付増イコール負担増」
医療費総枠拡大と患者負担解消

◆ 医療保険の財源は保険料と公

費、患者負担

　“病人に自腹を切らせるのか、み

んなでワリカンをするのか”―

医療保険の給付範囲、患者負担の

問題は突き詰めていくと、ここに

至る。

　医療保険の財源は、保険料と公

費である。この財源を使った保険

給付でカバーされない部分が、患

者負担となる。シンプルである。

制度上、これ以外はない。患者負

担割合の低減や患者負担が解消と

なれば、保険料と公費の財源へコ

ストシフトとなる。

　時折、財源論などと話題になる

が、制度構造を変える政治的、法

的な力が作用しない限り意味はな

さない。

　自民党から共産党まで現在の医

療保険制度の維持を唱えており、

イ ギ リ ス の 国 民 保 健 サ ー ビ ス

（NHS）のような税金で運営する

制度を提唱する政党はない。

　議論がありえるのは、保険料の

賦課方式や賦課割合、公費の税源

や国・地方の負担割合などとなる。

◆ 国費、社会保障関係費は全体規

模を規定

　医療関係者に意外と誤解が多い

が、医療保険は国費で全てを運営

はしていない。その名の通り、保険

料 が「 主」（50.0 ％）で、公 費（ 国+地

方）が「補完」（37.9％〈国25.3％、地

方12.6％〉〈2022年度〉）している。こ

のことは頭で理解していても、こ

こで思考停止となり、そこからの

議論が別物となる場面が多々ある。

　医療保険の国費が殊更、問題に

されるのは、予算編成で「社会保

障関係費」（国費）として規模が決

まり、これにより次年度の医療費

規模が規定され、保険料の規模も

決まる関係にあるからである。

◆ 憲法第25条の国の責務は拠出責

任とは別

　憲法第25条は生存権保障の規定

だが、その第2項で国の責務を定

めている。ただ国が全ての財政を

拠出するとはしていない。社会保

障制度審議会の「50年勧告」に基

づき、社会保険方式で制度設計し、

制度改変や制度維持に責任を負う

形をとっている。

＜憲法第25条＞
　すべて国民は、健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有する。
　二　国は、すべての生活部面につい
て、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の

向上及び増進に努めなければならない。

◆ 国費は健保組合の医療費へは投

入されていない

　医療保険は保険料を労働者と事

業主で原則、折半して負担してい

る。ただし、自営業者や非正規雇

用者、退職者が加入する国民健康

保険や後期高齢者医療は事業主負

担がないため、国費が投入されて

いる。また中小企業が多く財政力

が弱い「協会けんぽ」へも国費が

投入されている。

　つまり大企業を中心とする健保

組合の医療費へは国費は投入され

ていない。逆にいうと、保険料を

国費（消費税収など）に代

替させることはできない。

保険料は労使4：6など事業

主負担が高く附加給付もあ

る。

　よって医療費の国費問題

は、国保、高齢者医療費問

題となる。ちなみに、制度

間公平の観点で、後期高齢

者医療制度へは支援金が、

国保の前期高齢者へは調整

金が、健保組合や「協会け

んぽ」などの各医療保険者

から拠出され、制度連帯が

敷かれている。

　よく目にする医療費の財

源構成は、制度分立してい

る各医療保険制度の財源を

合算したものでしかない。

◆ 患者負担ゼロは健保法の

本旨に立ち返る運動

　健康保険制度は「療養の

給付」、つまり医療サービ

スの提供そのものが、医療

保険の保険給付である。し

かし、1961年の皆保険制度

創設時点で国民の経済力や

国の財政力がなかったた

め、患者負担が前提で制度

が始まった。国保は5割負

担から出発し、高度経済成

長による給付改善の歴史を

経る。健保本人10割給付も、

厳密にいえば初診時一部負

担（100円 か ら ス タ ー ト し、

200円、600円、800円 ） が1984年 の1

割負担導入まである。

経済力に応じ保険料を事前に支

払い（応能負担：減免あり）、疾病

の際（保険事故）に医療サービス

の現物給付を受ける。この本旨の

実現が「ゼロの会」である。

　患者負担は疾病自己責任論の具

現化したものであり、この払拭が

思想・哲学のたたかいとなる。

　焦眉のOTC類似薬の保険外し

は、保険給付を縮小しOTC購入へ

と促すもので制度の本旨に反して

いる。

◆ 医療危機の脱却へ医療費増のワ

リカンは必須

　皆保険制度以降、医療機関は自

費中心から保険診療中心での医療

経営となった。医療危機のいま、

医療費の総枠拡大は必須である。

総枠拡大に連動し現行制度の下、

保険料、公費、患者負担の「実額」

は必然的に増える。「給付増イコー

ル負担増」の構造に向き合い、患

者負担低減の努力とともに医療体

制や医療の質の改善へ国民理解を

得ることが肝要となる。負担増の

言葉は「絶対悪」との思い込み、

先入観は禁物である。問題は「患

者負担増」である。ワリカンは必

要な措置である。

　因みに「将来にわたり国民皆保

険制度を堅持すること」、および医

療保険の給付は「必要かつ十分」

で「最適の医療」は小泉内閣での

閣議決定（2003年）である。

 （終）

＊適宜、話題の問題に関し解説するのでご覧戴きたい。

解説レポート
No.4

（厚労省HPより）
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傷病による休業時に加入口数と休業日数に応じて給付金をお支払
いします（1口当たり：入院1日8千円、自宅療養（免責3日）1日6千円）。
　保険料は加入時のまま満期まで上がらず、若いうちに加入するほ
ど保険料を抑えることができます。また、3年以上加入した場合は加
入年数に応じて脱退時に“脱退給付金”を受け取ることができます。

NISA?
定期
預金?

投資?

FX?
暗号
通貨?

保険医年金【2026年1月1日加入】

申込希望の方はお急ぎください！（10月25日申込書当会必着）
9月1日より予定利率が 1.225％に上昇

ケガや病気による休業への備えケガや病気による休業への備え

保険医協会イチオシの制度です！保険医協会イチオシの制度です！

9月1日より予定利率が9月1日より予定利率が 1.225％1.225％に上昇に上昇

　投資にはない堅実性が魅力です。確実な老後資金の準備や資産運
用の分散投資先としてもおススメです！引退後に年金として受け取
ることはもちろん、一時金として一括受取または部分解約も可能で
す。
　短期間で解約した場合は積立金額が掛金額を下回ります（元本割
れ）が、月払では約4年0カ月、一時払では約2年0カ月で元本割れ
が解消します＊1。

*1 2025年10月1日時点の予定利率1.225%で試算

*1  告知書を基に加入審査を行います。また、勤務形態等によって加入口数に制

限がございます。

*2  加入日現在で59歳6カ月未満の方がお申込み可能です。59歳6カ月を超える

方は「所得補償保険」をご検討ください。

保険医協会 3大共済制度のご案内

各共済制度の詳細はパンフレットをご確認ください

資料請求・ご相談はこちらへ

神奈川県保険医協会 共済部　℡ 045‐313‐2111

共済制度の
HPからも資料
請求いただけ
ます→

休業保障保険
【2026年 4月  1日加入】

（9/16～12/31の間に申込書到着）

万が一、加入者が死亡または高度障害となった場合に遺さ
れたご家族へ保険金をお支払いします。シンプルな保障内容
とすることで、月々の保険料を抑えております。会員の先生
ご本人にご加入いただければ、ご家族も加入可能となります。
　さらに、引受保険会社の決算状況によっては年間保険料の
一部を配当金としてお返しします。

（参考）過去5年間平均で年間保険料の約28％を配当金としてお支払い*1

割安な保険料で万一の備えを割安な保険料で万一の備えを

*1  配当金は引受保険会社の前年度決算等により決定するため、配当金額は

確定しておりません。

グループ生命保険

【随時お申込み受付中】

その他の様々な制度もおすすめその他の様々な制度もおすすめ

　傷病による休業時、加入口数に応じて所
得補償を受給できます。告知は、YES／NO
の質問3つに答えるだけ！持病があっても
入りやすい制度です。家族・従業員も加入
できるので、福利厚生にも活用できます。

年利1.126％の医療機関の積立制度。先
生（法人）が掛金を負担し、先生（法人）が受
け取るため、退職金以外にも使い道は自由
です！次回のお申込み期間は2026年1月～2
月です。

　明治安田生命・大樹生命・富国生命・東
京海上日動あんしん生命の4社の生命保
険に加入されている先生は、毎月の保険
料を協会引落しにするだけで保険料が割
引できる可能性があります。適用の可否
は該当の保険会社にお問合せください。

所得補償保険 団体扱い割引従業員退職年金
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　9月18日、協会も加盟する「なくすな保険証!

神奈川県連絡会」はイセザキモールにて「なく

すな保険証!」宣伝行動を実施した。協会から

は二村副理事長、藤田理事、片岡評議員のほか、

8団体13名が参加した。

　残暑を鑑み通常より2時間後ろ倒しの16時から

スタートし、時間を短縮しての開催となった今

回は、「保険証使い続けたい」署名はがき付きポケットティッシュを500個

配布し署名17筆を集約。8月より従来の健康保険証から資格確認書・マイ

ナ保険証への切り替えとなった市民もいることから、「今の保険証はもう

使えないのか」、「マイナ保険証を持っていないため、今後、医療機関を受

診する際はどうしたらよいのか」

といった不安や疑問を抱える通

行人との対話が多く見られた。

活動報告活動報告quick reports

演説を行う二村副理事
長（左）と藤田理事（右）

　近年の人材不足を補うため、人材紹介会社を経由して単発的に歯科衛生士等をスポットワーク契約で雇うことが増えてきた先生方も多いと思い

ます。協会に寄せられた問合せをまとめましたので、ご確認ください。大前提として、人材“紹介”会社を経由するものは、単発でも貴院と紹介

されたスタッフの間で雇用関係が成立します。有期（1日限り）で雇用したものとしての対応が必要となります。

　以上のほか、スポットワークで勤務する人の中には他院での勤務状況を

患者に伝え、その結果、患者の引き抜き等が発生する事案も寄せられてお

ります。就労時にあらかじめ説明しておくことが重要です。また、

厚生労働省「『知らない』では済まされない『スポットワーク』

の労務管理（https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.

pdf）」もあわせてご確認ください。

スポットワーク（単発）でスポットワーク（単発）で
人材“紹介”を使う際の注意点人材“紹介”を使う際の注意点

～歯科医院編～～歯科医院編～

人材紹介会社︓ 仕事を探している求職者と人材を確保したい求人者（本稿では医療機関）の間に入り、 求職者と求人者の雇用関係の成立を斡旋する。 単なる人材紹介会社︓ 仕事を探している求職者と人材を確保したい求人者（本稿では医療機関）の間に入り、 求職者と求人者の雇用関係の成立を斡旋する。 単なる“紹介紹介”
業であり、 雇用契約や業務上の責任は一切負わないことに注意。業であり、 雇用契約や業務上の責任は一切負わないことに注意。

人材派遣会社︓派遣労働者を雇用し、 派遣先事業者に労働力を提供する（原則、 医療関係の業務は一部例外を除き、 人材派遣は不可）。人材派遣会社︓派遣労働者を雇用し、 派遣先事業者に労働力を提供する（原則、 医療関係の業務は一部例外を除き、 人材派遣は不可）。
※詳細は 「もしもしこちら税対経営部　人材派遣と人材紹介の違いとは?」（2025年1月25日号2面）もあわせてご覧ください。※詳細は 「もしもしこちら税対経営部　人材派遣と人材紹介の違いとは?」（2025年1月25日号2面）もあわせてご覧ください。

※1　 労働基準法第24条第1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を※1　 労働基準法第24条第1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を
支払わなければならない」（原文ママ）支払わなければならない」（原文ママ）

※2　 参考記事『厚生労働省グレーゾーン解消制度・新事業特例制度「賃金の※2　 参考記事『厚生労働省グレーゾーン解消制度・新事業特例制度「賃金の
支払を使用者に代わって行うサービス」【回答日:令和2年3月27日】支払を使用者に代わって行うサービス」【回答日:令和2年3月27日】』』よりより

※3　 法定労働時間：1日8時間及び1週40時間（ただし保健衛生業で従業員が※3　 法定労働時間：1日8時間及び1週40時間（ただし保健衛生業で従業員が
10人未満の場合は1日8時間及び1週44時間）10人未満の場合は1日8時間及び1週44時間）

※4　 36協定：従業員に時間外・休日労働をさせる場合には労使協定（従業員※4　 36協定：従業員に時間外・休日労働をさせる場合には労使協定（従業員
の過半数を代表する者との協議）を締結し、所轄の労働基準監督署長にの過半数を代表する者との協議）を締結し、所轄の労働基準監督署長に
届け出る必要がある。時間外労働（法定休日労働含まない）の上限は原届け出る必要がある。時間外労働（法定休日労働含まない）の上限は原
則として月45時間・年360時間となり、従業員10人未満の場合でも36協則として月45時間・年360時間となり、従業員10人未満の場合でも36協
定の届出は必要。届出を出さずに残業させている場合、労働基準法第36定の届出は必要。届出を出さずに残業させている場合、労働基準法第36
条違反となり、罰則があるので注意条違反となり、罰則があるので注意

Q1. 　人材紹介会社（A社）と契約し、歯科衛生士を紹介してもらいました。当

院がその歯科衛生士へ労働条件通知書を発行し、雇用契約書を締結している

にもかかわらず、賃金の支払はA社へ行い、A社から歯科衛生士に支払うこ

ととされています。法律上の問題はありませんか？

A1. 　賃金は“直接払いの原則”※1があります。 したがって、 賃金は本人 （本稿

では歯科衛生士） に直接支払う必要があります。 但し、 厚生労働省のグレ

ーゾーン解消制度に例外として 「第三者が賃金の支払を受託してその支払に

関与した場合であっても、 賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払

義務が消滅しない場合は、 これに抵触しない （一部抜粋※2）」 という見解が

示されております。

　　 　　この見解に従って、 仮にA社への支払が許容されるとしてもQ2のとおり、

　　 賃金の二重払リスクがあることに十分留意してください。

Q4. 　同日に複数の事業所で働くスポットワーカーの残業代について教えてくだ

さい。スポット契約の歯科衛生士が同日に他院で6時間勤務（例：9時～15時）

した後、当院で3時間勤務（16時～19時）すると労働時間が9時間となり、

法定時間外労働（残業）が1時間発生すると思います。その場合、残業代（割

増賃金）は当院が負担するのですか？

A4. 　1人の労働者が複数の事業所で勤務している場合、“労働時間は通算する”

ことが大前提で、 さらにどちらの事業所と先に労働契約書を締結したかがポ

イントになります。 残業代（割増賃金）は、原則として“後から労働契約

を締結した事業者”が支払うこととされています。 もし貴院が後から労働契

約を締結したなら、 残業代 （割増賃金） は貴院が支払います。 貴院での勤

務が1日8時間を超えていなくても、 同日に他院での勤務とあわせて8時間を

超えるなら、 残業代は支払われる必要があります。 関連して、 週40時間 （も

しくは44時間※3） を超えるかどうかも確認のポイントとなります。 なお、 1日

8時間超や週40時間（もしくは44時間）超が発生する可能性がある場合は、

36協定※4を締結し、 労働協約や就業規則、 労働条件通知書等に明記する

必要がありますので、 ご留意ください。

Q2. 　当院がA社に対して歯科衛生士の賃金を支払うことについて、気を付ける

ことはありますか？

A2. 　貴院は賃金支払者なので、 賃金をA社経由で支払う場合でも、 最終的な

責任は貴院にあると考えられます。 被雇用者 （歯科衛生士） に最終的にき

ちんと賃金が支払われていることを確認する義務があることや、 賃金の二重

払リスクが発生する可能性がある点に留意してください。例えばA社が

倒産し、 貴院の被雇用者 （歯科衛生士） に賃金が未払いとなった場合や支

払いが遅延した場合、 貴院は再度、 歯科衛生士に賃金を支払う必要が生じ

る可能性があります。 上記厚労省の見解※2の通り、 「賃金が労働者の手に渡

るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない」 ことが第三者の賃金支払の受

託条件となっているためです。

Q3. 　スポットワーク契約の歯科衛生士が、業務中に誤って患者にけがをさせた

等の場合、責任は自院にあるのでしょうか？それとも、人材紹介会社ですか？

A3. 　雇用主は貴院のため、 貴院の責任となります。 万が一に備え、 この機会に

あらためて医師賠償責任保険への加入状況を確認しておいてください。

Q5. 　スポット契約の歯科衛生士から「給与はA社からもらっているので、貴院

ではなくA社の指示に従う」と言われ、困惑しています。

A5. 　雇用主は雇用契約を締結している貴院です。 よって、 指揮命令権は貴院

にあり、業務中は貴院の指示に従う義務があります。 A社は雇用主ではなく、

単に第三者として給与支払を受託し労働者に支払っているだけにすぎません。

9.18 なくすな保険証！宣伝行動9.18 なくすな保険証！宣伝行動

8月からの切り替えに不安の声8月からの切り替えに不安の声

新聞新聞「新春特集号」投稿募集「新春特集号」投稿募集
　保険医新聞「新春特集号」（2026年1月5・15日号）は、会員からの投稿を中心に　保険医新聞「新春特集号」（2026年1月5・15日号）は、会員からの投稿を中心に
作成いたします。下記のテーマ投稿のほか、随筆、写真・絵画、俳句・短歌などの作成いたします。下記のテーマ投稿のほか、随筆、写真・絵画、俳句・短歌などの
投稿もお待ちしております。投稿もお待ちしております。

《投稿テーマ》 《投稿テーマ》 ①「母の言葉、父の言葉」、②「私の『推し』を発表します」、③「私①「母の言葉、父の言葉」、②「私の『推し』を発表します」、③「私

の休日（休暇）の過ごし方」、④「自由投稿」の休日（休暇）の過ごし方」、④「自由投稿」《文字数》 《文字数》 700文字以内“厳守”700文字以内“厳守”《締切》 《締切》 

11月17日（月）必着11月17日（月）必着 《送付先》郵送、FAX、メール〈kanahoi-shinbun@hoken-i.co. 《送付先》郵送、FAX、メール〈kanahoi-shinbun@hoken-i.co.

jp〉等でお送りください。ご不明点は新聞部まで（ jp〉等でお送りください。ご不明点は新聞部まで（ ℡ ℡ 045-313-2111）。045-313-2111）。

※ 投稿は会員本人からの作品のみを受け付けさせていただきます。投稿者には薄謝を進呈いたします。※ 投稿は会員本人からの作品のみを受け付けさせていただきます。投稿者には薄謝を進呈いたします。
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10月22日(水)午後7時30分～

第
５７
回
神
奈
川
糖
尿
病

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会

　

近
年
、
糖
尿
病
治
療
薬
の
選
択
は
多
様
化
し
、
個
別
化

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
進
行
し
た
糖
尿
病
関
連
腎
臓

病
（
Ｄ
Ｋ
Ｄ
）
患
者
に
お
い
て
は
、
腎
機
能
低
下
に
伴
う

薬
剤
の
適
応
や
安
全
性
を
慎
重
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
。
本
講
演
で
は
、
最
新
の
糖
尿
病
治
療
薬
の
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
を
概
説
し
、
さ
ら
に
Ｄ
Ｋ
Ｄ
病
期
に
応
じ
た
薬
剤
選

択
と
血
糖
管
理
の
課
題
や
実
践
的
な
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

紹
介
し
た
い
。

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

テ
ー
マ
　「
糖
尿
病
治
療
薬
の
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
と
薬
剤
選
択
の
視
点

―
進
行
し
た
Ｄ
Ｋ
Ｄ
患
者
に
お

け
る
血
糖
管
理
の
注
意
点
―
」

講
　
師
　
東
海
大
学
医
学
部

内
科
学
系

腎
内
分
泌
代
謝
内
科

　
　
　
　
教
授

豊
田　

雅
夫
氏

参
加
方
法
　
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

　
　
　
　
　
協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

※
神
奈
川
糖
尿
病
療
養
指
導
士
認
定
・

　
更
新
の
た
め
の
研
修
会（
２
単
位
）

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
７６（
糖
尿
病
）」１
単
位

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

※
日
本
糖
尿
病
協
会

糖
尿
病
認
定
医
取
得
・
登
録
歯
科

医
の
た
め
の
講
習
会
の
受
講
証

※
今
研
究
会
で
は
、
次
の
単
位
は
取
得
い
た
だ
け
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
日
本
糖
尿
病
療
養
指
導
士
認

定
・
更
新
の
た
め
の
研
修
会
（
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｊ
）
の
受
講
証

お
申
込
み
　
研
究
部

会場参加のお申込み・お問合せは、協会事務局（℡：045-313-2111）までご連絡ください

研究会研究会
案内案内

WEB参加の申込みは、協会
HP「いい医療ドットコム」
のイベントカレンダーから
もできます。「神奈川県保
険医協会」で検索を！

神奈川県保険医協会※  研究会に会場参加の際は、マスク着用・手指の消毒等の感染症対策にご協力ください。また発熱症
状等がある場合は参加をお控えください。　　　　　　　　　　※ 必ず事前にお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大や天災等により、急遽開催形式を変更または中止させていただく場合がご
ざいます。その場合は当会HP「いい医療ドットコム」にて適宜お知らせします。予めご承知おき願います。

※ 協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。

10月19日
～10月27日

１０
月
１９
日
（
日
）

医
療
・
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
１３
時
。

１０
月
２０
日
（
月
）

政
策
部
会
１９
時
３０
分
。

１０
月
２１
日
（
火
）

総
務
部
会
１９
時
３０
分
。

１０
月
２２
日
（
水
）

糖
尿
病
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究

会
１９
時
３０
分
。
横
浜
支
部
幹

事
会
１９
時
３０
分
。
鎌
倉
支
部

幹
事
会
１９
時
３０
分
。

１０
月
２３
日
（
木
）

医
院
会
計
基
礎
講
座
１４
時
。

医
療
事
務
講
習
会
１４
時
３０

分
。
第
７
回
理
事
会
１９
時
３０

分
。

１０
月
２５
日
（
土
）

医
療
事
務
講
習
会
１４
時
３０
分
。

１０
月
２６
日
（
日
）

文
化
部
ハ
イ
キ
ン
グ
９
時
１５

分
。

１０
月
２７
日
（
月
）

新
聞
編
集
会
議
１９
時
。

10月31日(金)午後7時～ 10月26日(日)午前9時15分～

歯

科

特

別

研

究

会

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
認
知
症
が
疑
わ
れ
る

患
者
へ
の
対
応
」

講
　
師
　
東
京
医
科
歯
科
大
学

　
　
　
　
名
誉
教
授

下
山　

和
弘
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
講
師
は
来
場
予
定
で
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

文

化

部

ハ

イ

キ

ン

グ

　

保
土
ケ
谷
宿
は
、
慶
長
６
年
（
１
６
０
１
年
）
に
、
神

奈
川
や
藤
沢
な
ど
と
と
も
に
最
初
に
宿
場
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
東
海
道
の
往
来
増
加
に
伴
い
、
東
海
道
と
並
行
し

て
新
町
が
形
成
さ
れ
、
問
屋
場
、
本
陣
、
旅
籠
な
ど
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
に
は
、
宿
場
を
代

表
す
る
帷
子
橋
（
新
町
橋
）
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

中
期
以
降
は
、
金
沢
・
鎌
倉
、
杉
田
梅
林
へ
の
往
来
が
増

え
、
宿
内
に
あ
る
金
沢
道
の
分
岐
点
が
賑
わ
い
ま
し
た
。

歴
史
豊
か
な
保
土
ケ
谷
宿
を
巡
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

集
合
場
所

天
王
町
駅
前
公
園

（
相
鉄
線
天
王
町
駅
東
口
か
ら
徒
歩
約
１
分
）

解
散
場
所

Ｊ
Ｒ
保
土
ケ
谷
駅

テ
ー
マ
　「
歴
史
散
策

保
土
ケ
谷
宿

巡
り
東
海
道
宿
場
町
シ

リ
ー
ズ
!!
」

ガ
イ
ド
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

保
土
ケ
谷
ガ
イ
ド
の
会

参
加
費
　
１
千
円
（
当
日
支
払
）

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

定
　
員
　
２０
名

行
　
程
　
約
４
・
３
㎞
（
一
部
省
略
）
天
王
町
駅
前
公
園（
旧

帷
子
橋
）
～
旧
古
町
橋
跡
～
神
明
社
～
助
郷
会

所
跡
～
高
札
場
跡
～
本
陣
跡
～
大
仙
寺
～
Ｊ
Ｒ

保
土
ケ
谷
駅（
解
散

：

正
午
１２
時
頃
）

※
参
加
費
の
内
訳
は
傷
害
保
険
料
、
ガ
イ
ド
料
で
す
。

※
そ
の
他
自
己
負
担
と
し
て
、
①
集
合
場
所
ま
で
の
交
通

費
、
②
帰
り
の
交
通
費
―
が
か
か
り
ま
す
。

※
雨
天
決
行
で
す
が
、荒
天
の
場
合
は
中
止
い
た
し
ま
す
。

予
備
日
の
設
定
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

※
飲
み
物
は
各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
先
生
に
は
、
開
催
前
に
再
度
文

書
に
て
案
内
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

※
傷
害
保
険
の
手
続
き
上
、１０
月
２３
日（
木
）以
降
の
自
己

都
合
に
よ
る
キ
ャ
ン
セ
ル
に
つ
き
ま
し
て
は
、傷
害
保

険
料
と
し
て
５
０
０
円
を
、後
日
お
振
込
み
に
て
ご
負

担
い
た
だ
き
ま
す
。キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
場
合
は
、で
き

る
限
り
１０
月
２３
日
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
申
込
み
　
文
化
部

10月29日(水)午後7時～
歯
援
診
・
口
管
強
の
施
設
基
準
研
修
会

歯

科

特

別

研

究

会

　

本
研
修
会
は
在
宅
療
養
支
援
歯
科
診
療
所
（
歯
援
診
）

と
口
腔
管
理
体
制
強
化
加
算
（
口
管
強
）
の
施
設
基
準
対

応
研
修
会
で
す
。
「
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
（
認
知
症
に

関
す
る
内
容
を
含
む
）
、
口
腔
機
能
の
管
理
、
緊
急
時
対

応
、
歯
科
疾
患
の
重
症
化
予
防
に
資
す
る
継
続
管
理
、
小

児
の
心
身
の
特
性
」
に
つ
い
て
の
内
容
に
加
え
、
口
管
強

の
施
設
基
準
の
選
択
式
項
目
に
あ
り
ま
す
「
在
宅
医
療
ま

た
は
介
護
に
関
す
る
研
修
」、「
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修
」

に
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

講
　
師
　
日
本
大
学
歯
学
部

　
　
　
　
臨
床
教
授

武
内　

博
朗
氏

参
加
対
象

歯
科
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

①
同
じ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
で
登
録
で

き
る
の
は
１
名
様
ま
で
で
す
。
同

じ
医
療
機
関
か
ら
複
数
名
で
お
申

込
み
さ
れ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
ア
ド
レ
ス
で
ご
登

録
く
だ
さ
い
。

②
ご
参
加
の
際
は
、
必
ず
ご
自
身
の
お
名
前
で
ご
登
録
さ

れ
た
登
録
確
認
メ
ー
ル
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
よ
り
ご
参
加
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。ご
登
録
氏
名
と
別
の
方
で
の
ご
参
加
、

同
じ
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
複
数
名
の
ご
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
本
研
究
会
は
、
保
険
医
協
会
の
会
員
（
会
員
医
療
機
関

ス
タ
ッ
フ
、
会
員
ご
家
族
も
含
む
）
の
み
が
ご
参
加
い

た
だ
け
ま
す
。

④
研
究
会
終
了
後
、
確
認
テ
ス
ト
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

確
認
テ
ス
ト
を
受
講
し
、
か
つ
講
演
を
最
初
か
ら
最
後

ま
で
ご
受
講
さ
れ
た
歯
科
医
師
の
方
（
会
員
本
人
に
限

り
ま
す
。
会
員
本
人
で
は
な
い
勤
務
医
の
先
生
等
に
は

発
行
で
き
な
い
た
め
、あ
ら
か
じ
め
ご
容
赦
く
だ
さ
い
）

に
修
了
証
を
発
行
い
た
し
ま
す
。
修
了
証
は
お
申
込
み

時
に
ご
登
録
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル

で
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。

⑤
講
演
の
途
中
参
加
、
途
中
退
出
、
確
認
テ
ス
ト
未
回
答

の
場
合
は
、
修
了
証
は
発
行
い
た
し
か
ね
ま
す
。
接
続

ト
ラ
ブ
ル
等
の
場
合
で
あ
っ
て
も
ご
対
応
い
た
し
か
ね

ま
す
。
必
ず
ご
自
身
で
接
続
環
境
な
ど
事
前
に
ご
確
認

の
上
、
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部

研
究
会
参
加
費
に
つ
い
て

　
特
に
記
載
の
な
い
研
究
会
、
講
習
会
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
参
加
費
を

い
た
だ
く
研
究
会
は
、
電
話
で
お
申
込
み
の
上
、
郵
便
口
座
に
参
加
費
を
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
通
信
欄
に
①
研
究
会
名
、
②
医
療
機
関
の
ご
連
絡

先
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

郵
便
口
座
名

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
　
口
座
番
号

０
０
２
６
０
‐
２
‐
２
２
２
０

◆
協
会
へ
お
越
し
の
皆
様
へ
（
お
願
い
）

　
協
会
に
駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自
身
で
駐
車
場
を
確
保
い
た
だ
く

か
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

※《
重
要
》神
奈
川
県
医
師
会
の
要
請
に
よ
り
、日
医
生
涯
教
育
講
座（
Ｃ
Ｃ
）の
単
位

取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
、①
性
別
、②
医
籍
登
録
番
号
、③（
医
師
会
会
員
の
場
合

は
）所
属
郡
市
医
師
会
名
の
登
録
が
必
須
と
な
り
ま
す（
２５
年
４
月
よ
り
変
更
）。未

入
力
・
入
力
間
違
い
等
不
備
が
あ
る
場
合
、単
位
を
取
得
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い（
恐
れ
入
り
ま
す
が
、当
会
は
一
切
の
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
）。な

お
、会
場
参
加
の
場
合
は
、Ｆ
Ａ
Ｘ
申
込
時
に
所
定
の
欄
に
ご
記
載
く
だ
さ
い
。

11月9日(日)午前7時30分～(集合) 11月6日(木)午後7時～

ア

ジ

釣

り

大

会

集
合
場
所
　

逗
子
市
小
坪
港
「
椿
丸
」
船
着
き
場

　
　
　
　
※
駐
車
場
代

：

１
台
５
０
０
円

参
加
費
　
中
学
生
以
上

：

１
万
２
千
円

　
　
　
　
小
学
生
以
下

：

７
千
円

（
船
代
、
エ
サ
代
、
仕
掛
け
、
氷
代
込
）

　
　
　
　
※
「
リ
ー
ル
付
き
貸
竿
」、「
錘
」

：

無
料

参
加
対
象
　
会
員
、
ご
家
族
お
よ
び
ご
友
人
等

定
　
員
　
２２
名
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

※
完
全
予
約
制
で
す
の
で
、
事
前
に
お
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
等

に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
雨
天
で
も
決
行
し
ま
す
。
中
止
す
る
場
合
は
、
必
ず
前

日
（
１１
月
８
日
）
午
前
中
に
、
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

※
参
加
受
付
を
完
了
し
た
場
合
、
詳
細
な
ご
案
内
を
郵
送

に
て
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

お
申
込
み
　
文
化
部

歯

科

臨

床

研

究

会

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
、口
腔

機
能
低
下
症
、低
栄
養
患
者

に
一
般
歯
科
外
来
で
考
え

る
こ
と
、や
る
べ
き
こ
と
」

講
　
師
　
神
奈
川
歯
科
大
学
歯
学
部

　
　
　
　
特
任
教
授

玉
置　

勝
司
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
５０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
講
師
は
来
場
予
定
で
す
。

お
申
込
み
　
歯
科
研
究
部
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